
令和 4 年度

特 記 仕 様 書

当初設計

公共関与型産業廃棄物最終処分場処理水放流管敷設工事

八幡平市平舘第２ 地割地内ほか

一般財団法人ク リ ーンいわて事業団
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・

・

・ 本特記仕様書、 共通仕様書に記載のない事項については発注者の指示によ る 。

第１ 条　 適用範囲

本特記仕様書は、  公共関与型産業廃棄物最終処分場処理水放流管敷設工事( 以下「 本工
事」 と いう 。 ) に適用する 。

本特記仕様書に記載のない事項については「 共通仕様書（ Ⅰ） 、 （ Ⅱ） 、 （ Ⅲ） 〔 令和４

年度以降、 岩手県県土整備部〕 」 （ 以下「 共通仕様書」 と いう 。 ） によ る も のと する 。
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1 工期

・ 本工事の工期は、 以下によ る 。

・

・

・

2 複数年度継続契約工事

・ 本工事は、 　 　 　 　
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

47実工期のう ち、 降雨（ 降雪含む） によ る 休日日数は 日間を 見込んでいる 。

※全体工期＝余裕期間+実工期

実工期には、 作業日数、 準備日数、 後片付け日数のほか休工日（ 土曜日、 日曜日、 祝祭

日、 天候によ る 休工日、 連休等） を 含むも のである 。

※工期の始期日を含めて数えた日数と する 。日間

日間

年間の複数年度継続契約工事であ る 。

令和６ 年７ 月15日

120

余裕期間内は、 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を 要し ない。

う ち 余裕期間

う ち 実工期

第２ 条　 工程関係

工事開始日の前日ま での期間に施工体制及び建設資材の確保が図ら れる 場合等は、 受発注

者協議によ り 、 工事開始日を 変更する こ と ができ る も のと する 。

その他、 余裕期間を 設定する 工事の取扱いは、 以下によ る も のと する 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020282.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞「余裕期間」の
設定について》

工事請負契約書別記第３ 条の規定に基づく 工程表には、 余裕期間も 含めた全体工期を 記載

する も のと する 。

工事請負契約書別記第４ 条の規定に基づく 契約保証の期間は、 全体工期を 満たすも のと

し 、 契約締結の日から 全体工期の終期日ま でを 対象と する も のと する 。

工事請負契約書別記第10条の規定に基づく 、 現場代理人及び主任技術者等の通知について

は、 工事開始日ま でに通知する も のと する 。

ま で全体工期

工事請負契約書別記第16条第２ 項の規定に基づく 、 工事用地の管理は、 工事開始日の前日

ま では、 発注者の責任において行う も のと し 、 受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を 行

わせてはなら ないも のと する 。

※工事開始日を 含めて数えた日数と する 。

　 ※参考　 連休等

　 　 ゴ ールデン ウ ィ ーク 　 　 ４ 月２ ９ 日　 から 　 ５ 月　 ５ 日　 　 　 ７ 日間

対象の有無

　 　 お盆休暇　 　 　 　 　 　 　 ８ 月１ ３ 日　 から 　 ８ 月１ ６ 日　 　 　 ４ 日間

　 　 お正月休暇　 　 　 　 　 １ ２ 月２ ９ 日　 から 　 １ 月　 ３ 日　 　 　 ６ 日間

有

有

余裕期間内は、 現場に搬入し ない資材等の準備を 行う こ と ができ る が、 資材の搬入、 仮設

物の設置等、 工事の着手を 行っ てはなら ない。 なお、 余裕期間内に行う 準備は受注者の責

によ り 行う も のと する 。

工事実績情報シス テム ( コ リ ン ズ) は、 実工期にて登録する も のと し 、 工事開始日後、 土曜

日、 日曜日、 祝日等を 除き 10日以内に、 登録申請する も のと する 。

余裕期間の設定

本工事は、 受注者の円滑な工事施工体制の確保を 図る ため、 事前に建設資材、 労働者確保

等の準備を 行う こ と ができ る 余裕期間を 設定し た工事であ る 。

3

対象の有無

について、 鋼橋・ 鋼製水門製作工は工事開始日以降90日以内と する 。

「 共通仕様書第1編1-1-1-8（ 工事着手） 」 における 「 特記仕様書に定めのある 場合」
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4

・

・

・

・

・

・

なお、 週休２ 日に取り 組むこ と を 理由に工期の延長は行わない。

週休２ 日工事

週休２ 日への取組状況や効果・ 課題等を 把握する ため、 ア ン ケート 調査等を 実施する 。

週休２ 日に取り 組んだ受注者については、 県のホーム ページ等で公表する 。

詳細については、 以下のホ ーム ページ「 岩手県県土整備部週休２ 日工事実施要領」 を 参照
する こ と 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020291.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞いわてのi-
Construction（アイ・コンストラクション）＞工事における担い手確保対策　（週休２日工事実施要
領）》

実施にあたっ ては、 「 岩手県県土整備部週休２ 日工事実施要領」 に基づき 行う こ と 。

対象の有無

無週休２ 日工事の対象ではない。
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5 関連する 他工事

・ 関連し て本工事の工程が影響を 受ける 他の工事の有無

6 特定さ れる 施工時期等によ る 制限

・ 特定さ れる 施工時期等によ る 制限の有無

7 関係機関等と の協議

・ 関係機関等と の協議の有無

8 関係機関等協議結果によ る 条件

・ 関係機関等と の協議結果によ る 条件の有無

9 工事着手前の事前調査

・ 工事着手前の事前調査の有無

10
・

・

対象の有無

対象の有無

有

別添、 特記仕様書のと おり

調査内容 調査時期 移設時期（ 予定）

工事内容

放流管敷設工事

無

工事一時中止の措置

有

工事請負契約書別記第20条に基づき 、 工事を 一時中止する 場合の取扱いは、 「 工事の一時

中止に係る ガイ ド ラ イ ン ( 案) 」 ( 平成28年7月岩手県県土整備部) によ る こ と と する 。

令和４ 年度内

協議成立見込時期（ 予定）

影響範囲等

対象の有無

対象の有無

有

無

対象の有無

協議内容

道路法第32条及び河川法第24. 26条

影響項目

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞技術関連等＞
工事の一時中止に係るガイドライン（案）の策定について》

時期・ 時間（ 予定）工事内容 施工方法

影響を 受ける 箇所

最終処分場計画地内

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010906.html

詳細については、 以下のホ ーム ページ「 工事の一時中止に係る ガイ ド ラ イ ン ( 案) 」 を 参考

と する こ と 。

影響を 受ける 時期（ 予定）他工事の内容

土木工事及び浸出水処理施設工事 令和４ 年度から 令和６ 年度

有

対象の有無
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1 下請契約対象の限定

・

・

・

2 県外業者と の下請契約締結報告書及び建設資材調書

・

・

・

3 低入札工事における 品質管理の強化

・

・

・

社会保険等に未加入であ る 建設業許可業者を 下請負人（ 二次以下の下請負人を 含む。 ）

と する こ と を 原則と し て禁止する 。

県外業者と の下請契約締結報告書及び建設資材調書は、 以下のホ ーム ページ「 （ 農林水

産部・ 県土整備部所管） 岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」 に

よ り 、 様式を ダウ ン ロ ード し 、 必要事項の入力を 行う も のと する 。

県外業者と の下請契約締結報告書及び建設資材調書の提出は、 紙又は電子データ を 監督

職員に提出する も のと する 。

正当な理由なく 社会保険等未加入建設業者を 下請負人と し た場合、 次の措置を 実施す
る 。

ま た、 原則と し てネッ ト ワ ーク によ る 全体工程表を 提出する と と も に、 工事履行報告書

の提出時に工程管理曲線（ 出来高累計曲線入り ） を 提出する も のと する 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/tetsuzuki/1010858.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業法の諸手続き（許可、経審等）＞【お知らせ】
県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について》

対象の有無

第３ 条　 施策関係

無

　 ①　 工事成績評定の減点

【 予定価格（ 税込み） が1, 000万円以上】

【 予定価格（ 税込み） が250万円以上1, 000万円未満】

対象の有無

有

詳細は以下のホ ーム ページによ る 。

　 ②　 受注者への指名停止措置

対象の有無

有

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010908.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞技術関連等＞
（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について》

電子データ を 作製する こ と が困難な場合は、 電子データ の提出は必要ないも のと する 。

ただし 、 その場合は事前に監督職員の承諾を 得る こ と 。

低入札価格調査制度によ る 調査基準価格（ 制度適用価格） を 下回る 価格を も っ て契約し

た場合は、 品質管理項目の現場施工に係る 必須項目について、 試験項目の試験頻度を ２

倍と する 。 さ ら に、 写真管理基準に定める 品質管理写真について、 撮影頻度及び提出頻

度を 通常の２ 倍と する も のと する 。

低入札価格調査制度によ る 制度適用価格を 下回る 価格を も っ て契約し た場合は、 品質管

理項目の現場施工に係る 必須項目について、 試験項目の試験頻度を ２ 倍と する 。 さ ら

に、 写真管理基準に定める 品質管理写真について、 撮影頻度及び提出頻度を 通常の２ 倍

と する も のと する 。
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4 工事現場の現場環境改善及び地域連携

・

・

・

・

・

5 電子納品

・

・

・

・

砂防堰堤、 □

【 下水道】

□
□ 護岸、

【 河川】

海岸構造物

□ 急傾斜施設( 高さ 2. 0m未満を 除く )

□

□

床固工、

【 港湾】

係船杭

管路、

泊地、 防砂堤、

導流堤、

〔 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〕

□ 物揚場、

本工事は、 工事に伴い実施する 現場環境改善（ 仮設備関係、 営繕関係、 安全関係） 及び

地域連携を 実施する 工事であ る 。

現場環境改善及び地域連携については、 具体的な実施内容、 実施期間について、 施工計

画書を 作成し て提出する も のと する 。

現場環境改善及び地域連携の内容については、 原則と し て各項目ご と に１ 内容ずつ（ い

ずれか１ 項目のみ２ 内容） の合計５ つの内容を 基本と する 。

現場環境改善及び地域連携に係る 経費の積算及び設計変更の扱いについては、 積算基準

によ る 。

□

防波堤、 □

対象の有無

有

□ 電線共同溝、

□
□

○ 本工事は、 電子納品を 「 義務」 と し て実施する 。

本工事は、 電子納品の実施を 受発注者間の「 協議」 によ り 決定する 。

□

現場環境改善及び地域連携の実施状況等の写真を 、 完成書類に添付する も のと する 。

ｸﾞ ﾗﾝﾄﾞ ｱﾝｶ 、ー

【 共通】

7. パン フ レ ッ ト ・ 工法説明ビ デオ

4. デザイ ン 工事看板（ 各工事PR看板含む）

地域連携

本工事は、 電子納品の対象工事と する 。

ﾛｯｸﾎ゙ ﾙﾄ

有

□
【 道路・ 街路】

□

□

5. 見学会等の開催（ イ ベン ト 等の実施含む）

6. 見学所（ イ ン フ ォ メ ーショ ン セン タ ー） の設置及び監理運営

□

ﾄﾝﾈﾙ、 □

□

落石防止柵、

□

函渠工( 内空25m2以上) 、

□

□

※いずれかに「 ○」 を 記入する こ と 。

□

こ のほか、 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-8の規定によ る も のと する 。

岸壁、

航路、

□
【 その他】

桟橋、

□

処理場・ ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 場

船たま り 、

地すべり 施設、

■

岩手県ガイ ド ラ イ ン で定めている 工種のほか、 電子納品が必要な工種がある 場合

は、 【 その他】 欄に記載する こ と 。

※

内　 　 容

橋梁上部工、

雪崩防止柵、

道路情報盤、

□

【 砂防】

□

消融雪設備、

擁壁工( 高さ 5. 0m以上) 、

ﾛｯｸ( ｽﾉ )ー ｼｪｯﾄﾞ 、 □ ﾛｯｸ( ｽﾉ )ー ｼｪﾙﾀｰ□

樋門( 高さ 3. 0m以上) 、□ 堰( 高さ 3. 0m以上) 、 水門、

現場環境改善
（ 仮設備関係）

1. 用水・ 電力等の供給設備， 2. 緑化・ 花壇， 3. ラ イ ト アッ プ施設

4. 見学路及び椅子の設置， 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減

1. 現場事務所の快適化( 女性用更衣室の設置を 含む)

2. 労働者宿舎の快適化， 3. デザイ ンボッ ク ス ( 交通誘導警備員待機室)

4. 現場休憩所の快適化， 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等

1. 工事標識・ 照明等安全施設のイ メ ージアッ プ（ 電光式標識等）現場環境改善
（ 安全関係）

現場環境改善
（ 営繕関係）

2. 盗難防止対策（ 警報機等） ， 3. 避暑( 熱中症予防) ・ 防寒対策

対象の有無

□

電子納品と は、 「 調査、 設計、 工事など の各業務段階の最終成果を 電子成果品と し て納

品する こ と 」 を いう 。 こ こ でいう 電子成果品と は、 岩手県電子納品ガイ ド ラ イ ン 及び国

が策定し ている 電子納品要領・ 基準等に基づいて作成し た電子データ を 指す。

本工事における 電子納品の実施区分は、 以下のと おり と する 。

□ 杭基礎、 □橋梁下部工、

なお、 本工事において電子納品の実施を 「 義務」 と する 工種は、 以下のと おり と する 。

□

□ □

8. 地域対策費（ 地域行事等の経費を 含む） ， 9. 社会貢献

1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表

項　 　 目
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6 情報共有シス テム（ ASP） の利用について

・

・

・

・

7 新技術等の活用の推進について

・

・

・

・

8 再生資源利用認定製品

・

・

・

・

有

有

規　 格

本工事は、 情報共有シス テム を 利用する こ と を 原則と する 。

情報共有シス テム と は、 監督職員及び受注者の間の情報を 電子的に交換・ 共有する こ と

で業務の効率化を 図る も のを いう 。

施工に先立ち、 本工事内容について十分把握の上、 設計図書で指定さ れた工法及び技術

を 除き 、 新技術情報提供シス テム （ NETI S） や岩手県新技術等活用促進事業等を 利用し

て、 新技術等の活用を 積極的に推進する も のと し 、 活用する 新技術等がある 場合は監督

職員に報告する も のと する 。

【 参考】

対象の有無

対象の有無

様式等は以下のホ ーム ページによ る 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html

新技術等の活用にあ たり 、 監督職員から 施工実態調査の実施を 指示さ れた 場合は、 こ れ

を 行う も のと する 。

なお、 調査結果については、 工事名・ 受注者名を 公表する 場合がある 。

新技術等の活用によ り 、 設計図書の記載事項の変更が必要と な る 場合は、 監督職員と 協

議する も のと する 。

再生資源利用認定製品の利用促進の有無

以下の資材を 利用する 場合は、 再生資源利用認定製品を 利用する よ う 努める も のと す

る 。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞新技術・経営革新＞新技術等活用促進事業》

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/shingijutsu/1010856.html

岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、 以下のホ ーム ページ 「 岩手県新技術等

活用促進事業」 を 参考と する こ と 。

資材名

詳細について は、 以下のホ ーム ページ 「 岩手県再生資源利用認定製品」 を 参考と する こ

と 。

情報共有シス テム を 利用する 監督職員等及び受注者の費用は共通仮設費（ 技術管理費）

の率分に含ま れる （ ただし 、 土木工事標準積算基準書以外の基準を 用いる 場合は除

く ） 。

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html

備考

《岩手県トップページ＞くらし・環境＞環境＞環境政策＞岩手県再生資源利用認定製品》

※こ こ でいう 費用と は情報共有シス テム の登録料及び利用料であ る 。

有

対象の有無

設計図書のと おり

詳細は土木工事共通特記仕様書1-1-11によ る 。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞情報共有シス
テム（ASP）の利用について 》

溶融ス ラ グ 入り プレ キ ャ ス ト コ ン ク リ ート 製品は除く も のと する 。

（ ※ASP: Appl i cat i on Ser vi ce Pr ovi der ）

契約後、 情報共有シス テム の取扱いについて別紙１ によ り 協議する こ と 。
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9 溶融ス ラ グ入り プレ キャ ス ト コ ンク リ ート 製品

・

・

・

・

落ち蓋式側溝類

落ち蓋式側溝蓋類

自由勾配側溝類

自由勾配側溝蓋類

水路式側溝類

鉄筋コンクリート水路類

排水フリューム類

ベンチフリ ューム類

歩車道境界ブロック類

歩車道境界付き落蓋類

積みブロック類

インターロッキングブロック類

舗装用コンクリートブロック類

その他

10 災害廃棄物を原燃料と する セメ ント を用いたレ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート

・

・

11 受発注者間の情報共有（ 設計・ 施工技術検討会（ 三者協議） ） について

・

・

・

・

□

□

□

□

本工事で 使用でき る 溶融ス ラ グ 入り プレ キ ャ ス ト コ ン ク リ ート 製品類は、 以下のと お

り 。

溶融ス ラ グ 入り 製品が供給さ れな い等、 溶融ス ラ グ 入り 製品を 使用でき な い場合は、 そ

の理由を 明記し た工事打合簿（ 共通仕様書 様式第43号） を 監督職員に提出する こ と 。

□

■

プレ キャ ス ト コ ン ク リ ート 製品については、 極力溶融ス ラ グ入り 製品を 優先し て使用す

る も のと する 。

受注者は、 「 共通仕様書第1編1-1-1-3（ 設計図書の照査等） 」 によ り 設計照査等を 実施

し 、 監督職員に確認でき る 資料及び質問書を 書面によ り 提出する 。

□

□

□

対象の有無

資材名使用区分

有

□

□

□

□

レ ディ ーミ ク ス ト コ ン ク リ ート については、 極力災害廃棄物を 原燃料と する セメ ン ト を

用いた製品を 優先し て使用する も のと する 。

本工事は、 設計の意図及び目的の的確な伝達と 反映、 工事施工段階における 必要な設計

変更の内容を 確定する と と も に、 その対応を 協議する 「 設計・ 施工技術検討会」 の設置

対象工事である 。

製品に用いる 溶融ス ラ グ の品質規格は、 J I S A 5031に適合し ている も のと する 。

備考

対象「 無」 の場合においても 受注者から 実施の申し 出を 行う こ と ができ る 。

開催回数は、 原則１ 回と する が、 発注者が必要と 認めた場合は複数の開催ができ る も の

と する 。

品質規格は、 J I S A 5308に適合し ている も のと する 。

無

対象の有無

対象の有無

有

□

9



12 設計変更について

・

・

13 現場環境改善（ 快適ト イ レ の設置の試行）

・

・

・

14 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化について

・

・

15 Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事

・

・

設計変更については、 工事請負契約書別記第18条～第24条及び共通仕様書第1編1-1-1-14

～1-1-1-16に記載し ている と こ ろ であ る が、 その具体的な考え方や手続き については、

「 工事請負契約における 設計変更ガイ ド ラ イ ン 」 ( 岩手県県土整備部) によ る こ と と す

る 。

対象の有無

無

無
快適ト イ レ の標準仕様及び積算方法は、 以下のホ ーム ページを 参考と する こ と 。

詳細について は、 以下のホ ーム ページ 「 デジ タ ル工事写真の小黒板情報電子化につい

て」 を 参照する こ と 。

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事ではない。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞デジタル工事
写真の小黒板情報電子化について》

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞快適トイレの導
入》

快適ト イ レ の手配が困難な場合は、 監督職員と 協議の上、 本条項は対象外と する 。

受注者は、 現場に快適ト イ レ を 設置する こ と を 原則と する 。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞ いわてのi-
Construction（アイ・コンストラクション）＞ ICT活用工事 ≫

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020287.html

詳細について は、 別添「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事特記仕様書」 及び以下のホ ーム ページ 「 岩手県

県土整備部Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事実施要領」 を 参照する こ と 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020279.html

詳細について は、 以下のホ ーム ページ 「 工事請負契約における 設計変更ガイ ド ラ イ ン 」

を 参考と する こ と 。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞技術関連等＞
工事請負契約における設計変更ガイドライン》

対象の有無

有

対象の有無

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010907.html

有

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020280.html

対象の有無

本工事は、 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化を 利用する こ と ができ る 。
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16 １ 日未満で完了する 小規模作業の積算

・

・

・

・

・

・

17 熱中症対策に資する 現場管理費補正

・

・

18 法定外の労災保険の付保

・

19 建設現場における 遠隔臨場試行対象工事

・

・

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞積算基準書等

※それぞれについては土木工事標準積算基準書を 参照し てく ださ い。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017252/index.html

施工箇所が点在する 工事の積算方法を 適用し て いる 場合は、 １ 日未満積算基準「 ３ ． 判
定方法（ ３ ） 判定に使用する 作業量の考え方」 （ ※） によ り 、 別箇所と し て扱う 。

「 １ 日未満で完了する 作業の積算」 （ ※） （ 以下、 「 １ 日未満積算基準」 と 言う 。 ）

は、 変更積算のみに適用する 。

「 時間的制約を 受ける 公共土木工事の積算」 （ ※） を 適用し て 積算する 場合等、 １ 日未

満積算基準以外の方法によ る こ と が適当と 判断さ れる 場合には、 １ 日未満積算基準を 適

用し ない。

受注者は、 協議に当たっ て 、 １ 日未満積算基準に該当する こ と を 示す書面及びその他協

議に必要と な る 根拠資料（ 日報、 見積書、 契約書、 請求書等） を 監督職員に提出する こ

と 。 な お、 根拠資料によ り 、 施工パッ ケ ージ型積算基準と の乖離が確認でき な い場合に

は、 １ 日未満積算基準は適用し ない。

対象の有無

無

受注者は、 施工パッ ケ ージ 型積算基準（ ※） と 乖離があ っ た場合に、 １ 日未満積算基準

の適用について協議の発議を 行う こ と ができ る 。

同一作業員の作業が他工種・ 細別の作業と の組合せによ り １ 日作業と なる 場合には、 １

日未満積算基準は適用し ない。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1038444.html

詳細については、 以下のホーム ページ「 建設現場の遠隔臨場に関する 試行要領」 を 参照
する こ と 。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞建設現場の遠
隔臨場について

対象の有無

有

対象の有無

本工事において、 受注者は法定外の労災保険に付さ なければなら ない。

対象の有無

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1031205/index.html

本工事は、 熱中症対策に資する 現場管理費の補正の試行対象工事ではない。

詳細について は、 以下のホ ーム ページ 「 岩手県県土整備部熱中症対策に資する 現場管理

費の補正の試行要領」 を 参照する こ と 。
無

試行対象工事ではな い。 無
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1

・

・

・

－

※粗骨材最大寸法は、J IS A 5308による最大寸法の規定である。（ex.最大寸法25mmの場合、25mm､20mmのいずれも使用可能）

舗装
コンクリート舗装 曲げ4.5-2.5-40 －

□

□■

橋梁下部、擁壁、函渠、樋門（管） 24-12-40

55

60

60

同　上

□

急傾斜地崩壊対策工事用（法枠工）、側溝蓋、函渠、井
筒、潜函、堰、水門、ﾎﾟﾝﾌﾟ場 □ □

21-12-25 45

□

□

60

鉄筋コ ン ク リ ート

使用
区分

コンク
リート

種類別

□

50

規　　格
最大水
セメン
ト比H N

24-12-25 55

深礎

30-18-25 55

第４ 条　 使用材料の品質規格等

規　　格
最大水
セメン
ト比

最小セ
メント

使用量

無筋コ ン ク リ ート

セメント
種　類

BB

使用
区分

適　用　工　種
コンク
リート

種類別 N

レ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート

60 270

18-8-40

18-15-40□

急傾斜地崩壊対策工事用（基礎工、擁壁工、ｺﾝｸﾘｰﾄ張
工）（ポンプ車打設）、均ｺﾝｸﾘｰﾄ、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、側溝(Ｕ、
Ｌ型)、管渠巻立、集水桝、石積(張)・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)の胴込・
裏込、ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ基礎(端末支柱)、ﾄﾝﾈﾙ覆工(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)、
擁壁、水路、重力式構造物(橋台)、護岸(法留、平張)、根
固ﾌﾞﾛｯｸ、親柱

N
適　用　工　種

セメント
種　類

BB

□□

□□

□□

□□

21-5-40

使用
区分

□

□

□

□

□

□

同　上（同　上）

適　用　工　種
セメント
種　類

□

□

□

□ □

□

□

最大水
セメン
ト比

□

最小セ
メント

使用量

36-12-25

40-12-25 55

24-12-25 55 300

350

21-12-40 55

規　　格
最大水
セメン
ト比

21-12-40

同　上

□

同　上

BB N

□ □

□ □

□

□

□

規　　格

曲げ4.5-6.5-40

□

□ □

セメント
種　類

※Ｎ：普通ポルトランドセメント、Ｈ：早強ポルトランドセメント、ＢＢ：高炉セメントＢ種

※塩害対策の対象となる場合は、別途考慮する。

PC橋（横桁、床版）、合成桁床版（地覆含む）、ﾌﾟﾚﾃﾝⅠ
桁中詰、PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ中詰

PCπﾗｰﾒﾝ、ｵｰﾙｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞによる場所打ﾎﾟｽﾃﾝ桁

30-12-25

55

55

最小セ
メント

使用量

コ ン ク リ ート 舗装

※本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。

□

□

□

□

ポステン主桁

使用
区分

コンク
リート

種類別
適　用　工　種

普通

□

ﾗｰﾒﾝ構造物(σca＝7.8N/mm2)、RCｽﾗﾌﾞ、RCT桁、RCﾎ
ﾛｰｽﾗﾌﾞ、地覆、剛性防護柵

同　上

□

□ □

□ □リ バース杭、ベノト杭

非合成桁床版（地覆含む）

300

30-18-40 55

55

350

最小セ
メント

使用量

□

330

24-12-40

5524-12-25□ □

□

21-12-25 55

370

18-8-40 55

18-5-40

30-15-40

□

□

□
同　上（海水の影響を受ける構造物） □

□

45

□ 普通

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ（場所打杭を除く）

海岸構造物、消波ﾌﾞﾛｯｸ

砂防堰堤（堤体、側壁、水叩）、枠張工、床固工

ﾄﾝﾈﾙ覆工（NATM、小断面、矢板工法ｱｰﾁ、側壁）

同上（堤冠部）

□

□

□

□

■
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・

テス ト ハン マーによ る 強度推定調査の有無

・

ひび割れ発生状況の調査の有無

・

建設資材の品質記録保存業務実施の有無

・

非破壊試験によ る コ ン ク リ ート 構造物中の配筋状態及びかぶり 測定実施の有無

・

・ 詳細については、 以下のホーム ページ「 非破壊試験によ る コ ン ク リ ート 構造物中の配筋状

態及びかぶり 測定要領　 H30. 10　 国土交通省大臣官房技術調査課」 を 参照する こ と 。

無

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/tokkibetten.html

対象の有無

水セメ ン ト 比

Ｗ／Ｃ  ( %)

45～60

工　 　 種 対象構造物

「 土木工事共通特記仕様書　 第1編　 共通編　 第3章　 無筋・ 鉄筋コ ン ク リ ート 」 参照

レ ディ ーミ ク ス ト コ ン ク リ ート 以外の場合は、 「 練混ぜ水の水質試験」 を 実施する

も のと する 。

（ 注）  

以下のコ ン ク リ ート 構造物については、 テス ト ハン マーによ る 強度推定調査を 行い、 別紙

「 強度推定調査票」 を 作成する も のと する 。 【 摘要： 重要なコ ン ク リ ート 構造物】

橋梁上部工・ 下部工及び重要構造物であ る 内空断面積25㎡以上のボッ ク ス カルバート を 対

象と する 。 ただし 、 工場製作のプレ キ ャ ス ト 製品は対象外と する 。

「 共通仕様書( Ⅱ)  出来形管理基準及び規格値 １ 共通編 ３ 無筋・ 鉄筋コ ン ク リ ート  ７ 鉄

筋」 参照

⑤ 無

対象の有無

対象の有無

対象構造物 対象材料

③

④

工　 　 種 対象構造物

有

以下のコ ン ク リ ート 構造物については、 ひび割れ発生状況の調査を 行い、 別紙「 ひび割割

れ調査票」 を 作成する も のと する 。 【 摘要： 重要なコ ン ク リ ート 構造物】

①

②

【 参考】 配合の目安（ モルタ ル及びコ ン ク リ ート 吹付）

モルタ ル吹付

コ ン ク リ ート 吹付
360～420

セメ ン ト 量

Ｃ  ( kg/m3)

対象の有無

対象の有無

無

上記以外の使用コ ン ク リ ート （ 現場練・ セメ ン ト モルタ ル・ 吹付けコ ン ク リ ート 等） の有

無

のり 面用吹付けコ ン ク リ ート 等の配合は以下を 参考と し 、 事前に配合計算書を 提出し 、 監

督職員の承諾を 得る も のと する 。

無

「 土木工事共通特記仕様書　 第1編　 共通編　 第3章　 無筋・ 鉄筋コ ン ク リ ート 」 参照

河川構造物（ Ｕ 形溝排水路） コ ン ク リ ート 二次製品

河川構造物（ コ ンク リ ート 巻き 、 縦排水路） 無筋コ ン ク リ ート

以下の構造物に使用する 材料については、 「 建設材料の品質記録保存業務実施要領（ 案）

（ 共通仕様書Ⅲ参考資料） 」 に基づく 品質記録を 作成する も のと する 。

マン ホール工 コ ン ク リ ート 二次製品
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2 アス フ ァ ルト 混合物

上記以外の使用ア ス フ ァ ルト 合材の有無

舗装新設補修履歴管理フ ァ イ ル（ 舗装カード ） 、 橋梁補修・ 補強履歴カ ード の提出の有無

・

②

対象の有無

有

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/douro/ijikanri/1041358/1009678.html

対象の有無

有

密粒度アス コ ン 　 ( 13F改質Ⅱ型)

瀝青安定処理 ( 20)

⑦ 細粒度アス コ ン

密粒度アス コ ン

② 密粒度アス コ ン ( 13)

② 密粒度アス コ ン ( 20)

再生 瀝青安定処理 ( 20)

① 粗粒度アス コ ン ( 20)

第４ 条　 使用材料の品質規格等

使用箇所

粗粒度アス コ ン ( 20)

密粒度ギャ ッ プア ス コ ン 　 ( 13F改質Ⅰ型)

舗装復旧工

舗装復旧工

再生 密粒度アス コ ン ( 20)

⑤

( 13)

⑧

□

使用
区分

①

ア ス フ ァ ルト 合材名

再生

②

⑤ 再生 密粒度アス コ ン ( 13F)

⑦ 再生 細粒度アス コ ン ( 13F)

②

再生 密粒度アス コ ン ( 20F)

再生

対象の有無

無

※「 改質型」 は、 新材の使用を 標準と する 。

①

使用区分 アス フ ァ ルト 合材名 使用箇所

□

□

□

■

■

□

□

□

□

□

《岩手県トップページ＞県土づくり＞道路＞道路の環境改善、維持管理＞道路施設長寿命化修繕

計画＞橋梁カード・舗装カードについて

工事完成後は「 舗装新設補修履歴管理フ ァ イ ル（ 舗装カード ） 」 「 橋梁補修・ 補強履歴

カード 」 に記入のう え、 監督職員に提出する も のと する 。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

密粒度アス コ ン 　 ( 20改質Ⅱ型)

( 13F)

⑤ 密粒度アス コ ン ( 13F)

⑤ 密粒度アス コ ン ( 20F)
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3 石材類

上記以外の使用材料の有無

4 鉄筋

□

C-40

C-25

無

有

対象の有無

異形棒鋼 SD345

Ｄ

Ｄ

φ丸鋼 SR235

異形棒鋼 SD295A

砂基礎工、 砂埋戻し 工

対象の有無

RC-50

C-50

コ ン ク リ ート 用骨材

コ ン ク リ ート 用骨材

ク ラ ッ シャ ーラ ン

第４ 条　 使用材料の品質規格等

材料名 規　 　 格

コ ン ク リ ート 用骨材

使用
区分

対象の有無

有

□

□

□

□

適用箇所

砂（ 洗）

砕石　 　 15 ～ 5mm

C-80

砂利　   15 ～ 5mm

再生ク ラ ッ シャ ーラ ン

①

材料名 規　 　 格

山砂（ 不洗）

CBR 以上岩ズリ

適用箇所

RC-80

再生ク ラ ッ シャ ーラ ン

栗石 50 ～ 150 mm

RC-40

再生ク ラ ッ シャ ーラ ン

50 ～ 150 mm割栗石

□

□

□

■

□

割栗石 150 ～ 200 mm かご マッ ト 工

砂 埋戻し 用

雑割石 150 ～ 200 mm

割詰石 150 ～ 200 mm□

M-40

ク ラ ッ シャ ーラ ン

ク ラ ッ シャ ーラ ン

ク ラ ッ シャ ーラ ン

舗装復旧工

舗装復旧工、 基礎砕石

□

□

□

□

□

□

■

□

□

■

使用
区分

材料名 規　 　 格 適用箇所

粒度調整砕石
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5 植生工材料
・

主体種子

6 その他

・ その他の使用材料の有無

草
本
類

外来種

在来種( 郷土種)

木
本
類

材料名 規格・ 寸法・ 材質 適用工種 備考

② 客土吹付工

③ 植生基材吹付工

在来種( 郷土種) ヤマハギ（ 皮取り ） ， ヤマハギ（ 皮付き ） ， コ マツ ナギ

対象の有無

無

無

無

第４ 条　 使用材料の品質規格等

対象の有無

無

種子散布、 客土吹付、 植生基材吹付の主体種子については、 以下を 参考と し 、 工事場所、

発芽率を 考慮の上、 事前に配合計算書を 提出し 、 監督職員の承諾を 得る も のと する 。

ト ールフ ェ ス ク ， ク リ ーピ ン グ レ ッ ド フ ェ ス ク ， オーチャ ード グ
ラ ス ， ケン タ ッ キ ーブルーグ ラ ス ， チモシー， バミ ュ ーダグラ
ス ， ウ ィ ーピ ン グ ラ ブグ ラ ス ， バビ ア グラ ス ， ホ ワ イ ト ク ロ ー
バー， ペレ ニアルラ イ グ ラ ス ， イ タ リ アン ラ イ グ ラ ス ， ベン ト グ
ラ ス ， レ ッ ド ト ッ プ

ヨ モギ， ス ス キ， イ タ ド リ ， メ ド ハギ

① 種子散布工
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1 立会

・

2 段階確認

・

3 中間技術検査

・

・
※

4 指定部分検査

・
※

[ ※監督技術基準の「 施工状況把握一覧」 等を 参考に明示する も の。 ]

[ 例： 道路供用開始が決ま っ ている 場合、 引渡し が必要な場合等]

対象の有無

無

管布設工

備　 　 考工　 　 種 工事段階

[ 例： 債務負担行為の年度毎の検査、 道路改良後すぐ に舗装を 施工する 必要がある 場合、
橋梁下部・ 上部同時に施工する 場合等]

対象の有無

第５ 条　 検査（ 確認を 含む） 及び立会

対象の有無

有

施工時（ EF継手、 バッ ト 継手、 制水弁等）

工　 　 種 立会時期 備　 　 考

共通仕様書第3編3-1-1-4に指定さ れた工種以外に、 監督職員の立会のう え施工すべき 工

種の有無

管基礎工 敷き 均し 、 転圧時 砂基礎工、 砂埋戻し 工

無

対象の有無

無

共通仕様書第3編3-1-1-4に指定さ れた工種以外に、 追加する 工種の有無

工　 　 種 工事段階 備　 　 考

中間技術検査は、 施工途中において、 完成時に出来形・ 品質を 確認でき なく なる 部分

等、 主要な 工事段階の区切り において 行う も のであ る 。

指定部分検査は、 工事の完成に先立っ て引渡し を 受ける べき こ と を 指定し た部分があ

る 場合において、 当該部分の完了を 確認する ための検査であ る 。

検査時には、 土木工事共通特記仕様書第3編3-1-1-8に定める 図面を 提出する こ と 。

検査員の中間技術検査を 受ける べき 工種（ ま たは構造物名） の有無

検査員の指定部分検査を 受ける べき 工種（ ま たは構造物名） の有無

工　 　 種 工事段階 備　 　 考
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1 工事用地等の制限

・

2 使用後の復旧条件

・

3 工事用仮設道路、 資機材置場等の借地指定

・

4 仮設ヤード の指定

・

対象の有無

無

対象の有無

無

対象の有無

無

対象の有無

場 所 ・ 範 囲

未 処 理 箇 所

処 理 見 込 時 期

時 期 ・ 期 間

使 用 条 件

時 期 ・ 期 間

使 用 条 件

復 旧 方 法 等

仮設ヤード （ 桁製作ヤード ） の指定の有無

復 旧 方 法 等

場 所 ・ 範 囲

第６ 条　 用地関係

工事用地等の未処理によ る 制限の有無

工事用仮設道路、 資機材置場等の借地指定の有無

工事用地等の使用終了後の復旧条件の有無

内 容

無
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1 公害防止のための制限

・

・

・

・

2 水替・ 流入防止施設

・

3 濁水・ 湧水等の処理条件

・

4 事業損失防止

・ 事業損失防止のための事前・ 事後調査の有無

処 理 施 設

処 理 条 件 等

無

対象の有無

無

対象の有無

無

施 工 方 法

濁水・ 湧水等の処理条件の有無

施 設 内 容

設 置 期 間

建 設 機 械 ・ 設 備

作 業 時 間

一般工事用建設機械８ 機種

 

水替・ 流入防止施設設置の公害防止対策の有無

第７ 条　 公害関係

粉塵防止のための施工方法等の制限の有無

排出ガス 防止のための施工方法等の制限の有無

その他、 公害防止のための施工方法等の制限の有無

騒音・ 振動防止のための施工方法等の制限の有無

対象の有無

有

対象の有無

無

無

無

調 査 範 囲

調 査 項 目

事 前 ・ 事 後

調 査 時 期

調 査 方 法
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1 交通誘導警備員

・

・

2 近接工事

・

3 防護施設等

・

4 発破作業等の制限

・

5 有毒ガス 及び酸素欠乏等の対策

・ 対象の有無

無

無

無

対象の有無

無

対象の有無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

路線名：

近接する 工事での施工方法、 作業時間等の制約の有無

配置場所 交代要員の有無

B： 763人 昼 無

配置員数 昼夜別総配置員数編制

2 人
市道山崎椛沢線

施 工 方 法 制 限

電気

電話

有毒ガス

酸素欠乏

作 業 時 間 制 限

補強が必要な既存構造物

その他

設 備 内 容

制 限 内 容

上水道

発破作業等の保安設備・ 要員の配置の有無

危険要因に対する 防護施設等の有無

下水道

文化財

その他（ 　 　 　 　 　 ）

設 備 ・ 要 員 内 容

対象の有無

無

そ の 他

鉄道

ガス

落石
施 設 内 容

雪崩

土砂崩壊

第８ 条　 安全対策関係

交通誘導警備員の計上の有無

交通誘導警備員数については、 以下のと おり 計上し ている が、 道路管理者及び所管警察

署と の打合せの結果又は条件変更に伴い員数に増減が生じ た場合は、 監督職員と 協議す

る も のと し 、 設計変更の対象と する 。

対象の有無

有

換気設備等の設置の有無
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6 積載超過防止対策

・

①

②

③

④

⑤

7 簡易信号機

・

・

対象の有無

有

対象の有無

有

積載超過防止対策の有無

土砂及び工事用資機材等の積載超過のないよ う にする こ と 。

簡易信号機の使用の有無

簡易信号機を 使用する 場合には、 設置位置、 全赤設定時間（ 両方の信号が赤表示になっ

ている 時間） が確認でき る 書類、 写真等を 添付し た工事打合簿（ 共通仕様書 様式第43

号） を 提出し 、 事前に監督職員の承諾を 得る こ と 。

過積載を 行っ ている と 認めら れる 資材納入業者から 資材を 購入し ないこ と 。

積載超過防止対策の方法を 施工計画書「 交通管理」 等に明記する と と も に、 「 安全訓練

等の実施状況」 に準じ 点検記録を 作成する こ と 。

下請け契約の相手方ま たは資材納入業者の選定にあ たっ ては、 交通安全に関する 配慮に

欠ける 者ま たは業務に関し ダン プト ラ ッ ク 等によ っ て、 悪質かつ重大な事故を 発生さ せ

た者を 排除する こ と 。

※法12条団体等と は、 法12条の趣旨に沿っ て交通安全運動を 推進する 任意団体を 含む。

｢土砂等を 運搬する 大型自動車によ る 交通事故の防止等に関する 特別措置法｣( 以下法と

いう ) の目的に鑑み、 法第12条に規定する 団体等の設立状況を 踏ま え、 同団体等への加

入者の使用を 促進する こ と 。
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1 一般道路の搬入路使用

・

2 仮設道路の設置条件

・

維 持 ・ 補 修 内 容

工事 終了後の 処置

安 全 施 設 内 容

安全 施設設置期間

第９ 条　 工事用道路対策関係

搬入経路の指定の有無

仮設道路設置条件等の有無

対象の有無

無

対象の有無

無

仮 設 道 路 設 置

搬 入 経 路 指 定

使 用 後 の 処 置

使 用 制 限 等

使 用 中 の 処 置
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1 任意仮設

・

2 指定仮設

・

3 仮設備関係

・

・

・

対象の有無

工種 種別 細別 単位 数量 備考

無

対象の有無

無

対象の有無

有

対象の有無

無

対象の有無

指定仮設工の有無

指定仮設は以下のと おり と する 。

任意仮設は以下のと おり と する が、 受注者は契約後速やかに具体の仮設方法を 立案し 、

発注者へ提出する こ と 。

そ の 他

施 工 方 法

仮設備の構造・ 施工方法の指定の有無

引 渡 ・ 引 継 期 間

仮設備の引渡し ・ 引継ぎの有無

仮設備の設計条件の指定の有無

設 計 条 件

仮 設 備 内 容

条 件 等

第10条　 仮設関係

任意仮設工の有無

仮 設 備 内 容

工種 種別 細別 単位 数量 備考

無

1. 0水替工 ポン プ設置・ 撤去 台

土留工 軽量鋼矢板 式 1. 0
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1 土取り 場

・

2 発生土（ 搬入）

・

年 月

年 月

年 月

年 月

3 土捨て場

・

4 発生土（ 搬出）

・

年 月

年 月

年 月

年 月

5 建設副産物

・

対象の有無

無

対象の有無

無

対象の有無

有
工事の施工によ り 発生する 指定副産物( 建設発生土を 除く ) は、 以下の場所に搬入する 。

令和

令和

指定副産物の処理の有無

備考副産物名 搬入再資源化施設名 搬入場所

As殻

新工住建（ 株） 盛岡市玉山馬場字赤坂2-40

（ 株） 伊藤組 滝沢市後268-585

Co殻（ 無筋）

m3

m3

発生土の搬入予定工事の有無

本工事では、 以下の工事から の発生土の搬入を 予定する 。

m3

令和

備考

第11条　 建設副産物関係

箇所名 採取量（ 地山）地先名 備考

土取り 場箇所の有無

土取り 場は、 別添「 位置図」 に示す箇所と し 、 採取予定量は以下のと おり 。

対象の有無

無

対象の有無

無

詳細については、 監督職員の指示を 受ける こ と 。

搬入量
搬入元工事名 搬入期間

（ 盛土換算数量）

から
m3

令和

令和

令和

から

から

土捨て場箇所の有無

発生土の搬出予定工事の有無

m3

土捨て場は、 別添「 位置図」 に示す箇所と し 、 捨土予定量は以下のと おり 。

箇所名 地先名 捨土量（ 地山） 備考

m3

m3

本工事では、 以下の工事へ発生土の搬出を 予定する 。

搬出元工事名 搬出期間
搬出量

備考
（ 盛土換算数量）

から
m3

令和

令和
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6 建設廃棄物

・

7 その他

・

備考

再生資源化施設及び建設廃棄物受入施設については、 積算上の条件明示であり 、 処理施

設を 指定する も のではない。

なお、 受注者が上記施設と は異なる 施設で処理する 場合において も 設計変更の対象と し

ない。

ただし 、 現場条件や数量の変更等、 受注者の責によ る も のでない事項について は、 こ の

限り ではない。

対象の有無

有指定廃棄物の処理の有無

（ 株） 環境整備 盛岡市川又字赤坂120‐ 39廃プラ

廃棄物名

工事の施工によ り 発生する 指定廃棄物は、 以下の場所に搬入する 。

受入施設名 受入場所
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1 占用支障物件

・

2 占用物件と の重複施工

・

無

対象の有無

無

有

無

有

有

無

第12条　 工事支障物件等関係

占用支障物件の有無

工 事 方 法 等

ガス

電気

電話

管 理 者

位 置

移 設 時 期

八幡平市

市道埋設

上水道

移設し ない。

近接工事

対象の有無

下水道

その他（ 　 　 　 　 　 ）

ガス

期 間 上水道

工 事 内 容 電話

位 置

下水道

その他（ 　 　 　 　 　 ）

電気

占用物件と の重複施工の有無

管 理 者

無

無

無

無

無
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1 薬液注入を行う 場合

・

2 周辺環境影響調査

・

対象の有無

無

( 2)

( 6) そ の 他

③

②

◆施工計画打合せ時等に受注者から 提出する 事項

( 1) 工 法 関 係 ①

備 考

採 取 地 点

周辺環境への調査の必要性の有無

調 査 項 目

③

④

材 料 関 係 ①

採 取 回 数

②

③

①

( 3) 施 工 範 囲 ①

②

②

( 4) 削 孔

②

③

( 5) 注 入 量 ①

②

第13条　 薬液注入関係

薬液注入の有無

①

◆契約時に明示する 事項

( 1) 工 法 区 分

( 2) 材 料 種 類

薬液注入を 行う 場合は、 「 薬液注入工法に係る 条件明示事項等について（ 共通仕様書Ⅲ

参考資料） 」 によ る も のと する 。

対象の有無

無
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1 現場発生品

・

2 凍結抑制剤散布

・

3 木材使用量の報告

・

・

・

有

なお、 凍結抑制剤は受注者の負担と する 。

《岩手県トップページ＞産業・雇用＞林業＞木材＞岩手県県産木材等利用促進基本計画・行動
計画》

対象の有無

①　 木材の概算使用量の合計（ ㎥）

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/ringyou/mokuzai/1030770.html

無「 岩手県県産木材等利用促進行動計画」 （ 以下「 行動計画」 と いう 。 ） の趣旨（ 木材の
利用によ る 地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成等） に鑑み、 木材を 使用し た場合
は、 以下の事項を 明記し た工事打合簿（ 共通仕様書 様式第43号） を 監督職員に提出す
る こ と 。

行動計画の詳細については、 以下のホ ーム ページ「 岩手県県産木材等利用促進基本計

画・ 行動計画」 を 参考と する こ と 。

（ 工種名については、 木材の利用事例と し て今後の行動計画の推進に活用する も の。 ）

木材を 使用する 工種の例は以下のと おり 。

仮設工（ 丁張材、 仮設防護柵の横桁等） 、 型枠工、 法面工（ 伐根材等を 植生基材と し て

利用し た法面吹付工） 、 木工沈床工等

②　 木材を 使用し た工種のう ち、 最も 多く 使用し た工種名（ １ 工種）

第14条　 その他

現場発生品の引渡条件の有無

対象の有無

無

路面凍結の恐れがある 場合、 凍結抑制剤を 散布する こ と 。

種類 保管・ 仮置場所数量

現場周辺路面の凍結抑制剤散布の有無

対象の有無
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4
・

・

5
・

・

現場代理人の兼務

《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札
新着情報＞監理技術者の兼務に関する取扱い

本工事は、 現場代理人の兼務に関する 取扱い（ 令和３ 年３ 月８ 日付け出総第341号。 以
下「 兼務に関する 取扱い」 と いう 。 ） に基づき 、 ２ 件の工事で現場代理人を 兼務でき る
対象であ り 、 工事請負契約書別記第10条第３ 項に基づき 現場代理人について工事現場に
おける 常駐を 要し ないも のと する 。

《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営建設工事入札＞県営建設工事入札
新着情報＞現場代理人の兼務に関する取扱い

https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010476/1038434.html

詳細については、 以下のホ ーム ページ 「 現場代理人の兼務に関する 取扱い」 を 参照する
こ と 。

https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010476/1038354.html

第14条　 その他

対象の有無

無

監理技術者の兼務 対象の有無
本工事は、 監理技術者の兼務に関する 取扱い（ 令和３ 年３ 月５ 日付け出総第337号） に
基づき 、 ２ 件の工事で監理技術者を 兼務でき る 対象であ る 。

無

詳細については、 以下のホ ーム ページ 「 監理技術者の兼務に関する 取扱い」 を 参照する
こ と 。
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・

・

・

・

・
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・

なお、 実績報告書及び証明書類の提出期限等については、 監督職員と 協議のう え決定す

る も のと する 。

ただし 、 不足する 労働者を 広域的に確保せざ る を 得ない場合も 考えら れる こ と から 、

「 共通仮設費（ 率分） のう ち営繕費」 及び「 現場管理費のう ち労務管理費」 の以下に示

す費用（ 以下「 実績変更対象費」 と いう 。 ） について、 契約締結後、 土木工事標準積算

基準書（ 港湾工事積算基準） によ り 算出し た実績変更対象費では適正な工事の実施が困

難になっ た場合は、 受注者の支出実績を 踏ま えて契約変更する こ と ができ る も のと す

る 。

無

※いずれかに「 ○」 を 記入する こ と 。

「 被災地以外から の労働者確保に要する 追加費用に対する 当面の運用につ
いて」 （ 平成24年3月1日）

「 東日本大震災の復旧・ 復興事業等における 間接工事費の補正について 」
（ 平成26年2月7日）

労働者確保に要する 間接費の実績変更

本工事は、 「 労働者確保に要する 間接費の実績変更」 対象工事である 。

受注者は、 「 間接費の実績変更」 に係る 契約変更について疑義が生じ た場合は、 監督職

員と 協議する も のと する 。

受注者の責めによ る 工事工程の遅れ等、 受注者の責めに帰すべき 事由によ る 増加費用に

ついては、 「 間接費の実績変更」 の対象と し ない。

発注者は、 「 間接費の実績変更」 を する 場合は、 実績変更対象費に実際支払っ た額のう

ち、 証明書類において確認さ れた費用から 、 積算基準によ り 算出し た共通仮設費率分及

び現場管理費に含ま れる 実績変更対象費分（ 以下「 実績変更対象費（ 率式） 」 と い

う 。 ） を 差し 引いた費用を 、 積算基準によ り 算出し た共通仮設費及び現場管理費に加算

し 、 精算変更時の設計額を 算出する も のと する 。

①　 営繕費： 労働者送迎費、 宿泊費、 借上費

②　 労務管理費： 募集及び解散に要する 費用、 賃金以外の食事、 通勤等に要する 費用

受注者は、 労働者確保に要する 間接費の実績変更（ 以下「 間接費の実績変更」 と い

う 。 ） を 請求する 場合は、 実績報告書（ 様式１ ） 及び実績変更対象費に実際に支払っ た

全ての証明書類（ 領収書、 領収書の出ないも のは金額の適切性を 証明する 金額計算書な

ど を いう 。 ） を 監督職員に提出し 、 「 間接費の実績変更」 の内容について協議する も の

と する 。

対象の有無

本工事は、 土木工事標準積算基準（ 港湾工事積算基準） に基づき 算出し た「 現場労働者
に係る 宿泊費」 、 「 労働者の輸送に要する 費用」 及び「 募集及び解散に要する 費用」 に
ついて、 以下に基づき 追加費用を 計上し ている 。

発注者は、 受注者から 提出さ れた資料に虚偽の申告があ っ た場合については、 法的措置

及び指名停止等の措置を 行う 場合があ る 。

詳細については、 「 労働者確保に要する 間接費の実績変更の運用基準」 のと おり であ

り 、 以下のホーム ページを 参考と する こ と 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010937.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連⇒設計・積算・入札＞東日本大震
災特例等＞【土木工事】労働者確保に要する間接費の実績変更について》
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・

・

8

・

・

・

・

・
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・

・

・

受注者から 単価適用年月の変更の請求があ っ た場合は、 発注者は、 基準日時点で設計単

価を 所管する 建設技術振興課が通知（ 設定） し ている 最新の設計単価資料（ 「 土木関係

設計単価表」 を いう 。 ） の設計単価に変更する も のと する 。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞東日本大震
災特例等＞【拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更について》

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010933.html

①　 請求日時点で出来高が発生し ている 工事。

単価適用年月の変更を 請求し た場合においても 、 工事請負契約書別記第25条第１ 項から

第４ 項（ いわゆる 「 全体ス ラ イ ド 」 ） 、 第５ 項（ いわゆる 「 単品ス ラ イ ド 」 ） 、 第6項

（ いわゆる 「 イ ン フ レ ス ラ イ ド 」 ） の規定に基づく 請負代金額の変更及び「 遠隔地から

の資材調達に要する 輸送費についての運用」 と 併用でき る も のと する 。

受注者は、 単価適用年月の変更を 請求する 場合は、 当初契約締結日から １ ４ 日以内に別

紙様式によ り 発注者に請求する も のと する 。

詳細については、 「 工事請負契約締結後における 単価適用年月変更の運用基準」 のと お

り であり 、 以下のホーム ページを 参考と する こ と 。

設計単価の変更に伴う 契約変更（ 第１ 回） は、 原則と し て単価適用年月の変更のみと

し 、 契約数量、 契約図面及び仕様書等は変更し ないも のと する 。

適用除外工事は以下のと おり 。

②　 その他発注者が適用除外と 認めた工事。

無

対象の有無

有

工事請負契約締結後における 単価適用年月変更

対象と なる 単価は、 資材単価、 労務単価及び機械単価等の全ての設計単価と する 。

本工事は、 「 工事請負契約締結後における 単価適用年月変更」 対象工事であ る 。

本工事における 共通仮設費の金額は、 対象地区毎に算出し た共通仮設費を 合計し た金額

と する 。 ま た、 現場管理費の金額も 同様に、 対象地区毎に算出し た現場管理費を 合計し

た金額と する 。

本工事は、 特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し 、 積算時点で設定し ている 設計単

価と 工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じ ている 可能性があ る こ と から 、 当初

契約締結後に単価適用年月を 変更し 、 設計単価を 変更する こ と が可能な対象工事であ

る 。

なお、 共通仮設費及び現場管理費の補正（ 大都市、 施工地域等） については、 対象地区

毎に設定する 。

本工事は、 施工箇所が点在する 工事であり 、 共通仮設費及び現場管理費について標準積
算と 施工実態に乖離が考えら れる ため『 ○○地区（ 施工箇所○○） 』 、 『 △△地区（ 施
工箇所○○） 』 、 『 □□地区（ 施工箇所○○） 』 （ 以下「 対象地区」 と いう 。 ） ご と に
共通仮設費及び現場管理費を 算出する 「 施工箇所が点在する 工事の積算方法」 の対象工
事である 。

対象の有無施工箇所が点在する 工事の積算方法
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③　 その他発注者が適用除外と 認めた工事。

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞東日本大震
災特例等＞（改正・土木工事）遠隔地からの資材調達に要する輸送費について》

詳細については、 「 遠隔地から の資材調達に要する 輸送費についての運用基準」 のと お

り であり 、 以下のホーム ページを 参考と する こ と 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010934.html

②　 受注者が、 輸送費を 請求する 意思を 、 事前に書面によ り 発注者に通知し ていない工

事。

本工事は、 東日本大震災津波等に伴う 復旧・ 復興工事が本格化する なか、 特定の資材の

供給不足が生じ る 恐れがあり 、 受注者が不足する 資材を 遠隔地から 調達せざ る を 得ない

こ と が想定さ れる ため、 それに要する 輸送費を 契約変更で計上でき る も のと する 。

対象と なる 資材は、 生コ ン ク リ ート 、 石材（ 砕石、 捨石、 被覆石等） 、 仮設材と する 。

輸送費の算出は、 工事場所から 資材製造地区境ま での距離に応じ た輸送費を 契約変更で

計上する 。

①　 共通仕様書第1編1-1-1-8工事の着手の規定に違反し た工事。

輸送費に係る 契約変更を 請求し た場合においても 、 工事請負契約書別記第25条第１ 項か

ら 第４ 項（ いわゆる 「 全体ス ラ イ ド 」 ） 、 第５ 項（ いわゆる 「 単品ス ラ イ ド 」 ） 、 第6

項（ いわゆる 「 イ ン フ レ ス ラ イ ド 」 ） の規定に基づく 請負代金額の変更及び「 工事請負

契約締結後における 単価適用年月変更の運用」 と 併用でき る も のと する 。

輸送し た資材は、 資材製造地区の設計単価によ る 契約変更と する 。

輸送費を 契約変更で計上する には、 受注者は発注者に事前に必要事項を 通知し て了解を

得る こ と と し 、 了解を 得た場合に限り 、 実績に応じ て請求でき る も のと する 。

遠隔地から の資材調達に要する 輸送費

適用除外工事は以下のと おり 。

無

対象の有無
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10 その他の特記事項

・

11 工事関係書類の標準化
・

・

12 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の拡大防止措置等
・

・

・

13 疑義
・

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連⇒新型コロナウ イルス感染症の拡
大防止措置等について》

　 処理水放流管敷設工事における 直接工事費の算定につ
いては、 土木工事標準積算基準書（ 岩手県県土整備部）
等（ 以下「 土木積算基準書」 と いう 。 ） を 準用し てい
る 。

本工事及び本特記仕様書に関し て疑義の生じ た場合は、 その都度監督職員と 協議する こ
と 。

対象の有無

その他の特記事項の有無 有

　 特記仕様書に記載さ れて
いない事項等について

　 特記仕様書（ 高密度ポリ エチレ ン 管敷設工事、 別紙）
を 参照のこ と 。

本工事における 工事関係書類について、 国交省様式を 使用する 場合は、 初回打合せ時に

工事打合せ簿（ 共通仕様書　 様式第43号） によ り 監督職員に報告する こ と 。

　 積算について

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/1050318/index.html

なお、 工期の見直し やこ れに伴い必要と なる 請負代金額の変更、 一時中止の対応等が必

要と なる 場合は、 監督職員と 協議する こ と 。

詳細は以下のホ ーム ページによ る 。

第14条　 その他

特記事項 特記事項の内容

　 処理水放流管敷設工事における 間接工事費の算定につ
いては、 廃棄物処理施設整備（ 課題対応型産業廃棄物処
理施設運用支援事業） 交付金取扱要領を 用いている が、
共通仮設費については土木積算基準書を 準用し ている 。
ま た、 東日本大震災の復旧・ 復興事業等における 間接工
事費の補正（ 以下「 間接工事費の補正」 と いう 。 ） は行
わない。

本工事における 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の拡大防止措置等について、 「 建設業におけ

る 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染予防対策ガイ ド ラ イ ン （ 国土交通省） 」 等を 参考に適切に対

応する こ と 。

標準化対象と なっ ていない様式があ る ため、 以下HPに掲載し ている 標準化一覧を 確認す

る こ と 。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017229/1050141.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連⇒設計・積算・入札＞共通仕様書
＞国土交通省様式との標準化について》

33

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/1050318/index.html
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017229/1050141.html


■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

着工前の場合、 施工計画書の
中で記載し ても 可

共通仕様書に基づき 提出し なければなら ない書類のう ち、 主なも のは以下のと おり であ り 、 提出区分の欄が、

「 ■」 と なっ ている も のは、 本工事に伴い提出し なければなら ない書類である 。

高度技術・ 創意工夫・ 社会
性等に関する 実施状況

完成時ま で 1部 実施し た場合に提出

名　 　 称 提出期日

1部
契約書別記第3条
※全工事対象

契約書別記第3条

施工管理図表

施工体系図

施工計画書に添付

2部

提出は「 写し 」
「 登録内容確認書」 が
届いた際、 速やかに

1部

部数 仕様書条項

契約締結後7日以内工　 程　 表 1部

工事使用材料の品質
証明資料

検査時及び必要の都度 1部
共仕第2編
第1章第2節

共通仕様書　 補足資料

提出
区分

工事用道路に関する
計画書

着工前及び必要の都度 1部

1部は返却

施工計画書に添付

「 土木工事数量算出要領
（ 案） 」 及び「 設計図書」

「 土木工事施工管理基準及び
規格値」

備　 　 考

請負代金内訳書 契約締結後7日以内

なお、 書類の様式は、 共通仕様書で定める 様式によ る 。

確認・ 立会願 検査時及び必要の都度 1部

施工計画書
工事着手前及び必要の
都度

施工体制台帳 1部

再生資源利用計画書
（ 実施書）

契約締結後14日以内 1部

1部

コ リ ン ズ（ CORI NS）
登録内容確認書

下請契約締結後、 速や
かに

下請契約締結後、 速や
かに

事故報告書 事故発生時 1部

「 写真管理基準」

検査時及び必要の都度 1部

契約書別記第11条

工事写真 検査時及び必要の都度 1部

履行報告書
毎月1回（ 監督職員の指
定日）

1部

安全訓練等の実施状
況

監督職員から 請求が
あっ た場合

1部

再生資源利用促進計
画書（ 実施書）

契約締結後14日以内 1部

段階確認書（ 確認後
のも の）

検査時及び必要の都度 1部

出来形数量 別途指示 1部

共仕第1編1-1-1-19

共仕第1編1-1-1-33

共仕第1編1-1-1-24

共仕第3編3-1-1-4

共仕第3編3-1-1-10

共仕第3編3-1-1-1

共仕第1編1-1-1-27

共仕第1編1-1-1-30

共仕第3編3-1-1-7

共仕第1編1-1-1-25

共仕第1編1-1-1-19

共仕第3編3-1-1-4

共仕第3編3-1-1-5

共仕第1編1-1-1-4

共仕第3編3-1-1-2

共仕第1編1-1-1-5

共仕第1編1-1-1-10

共仕第1編1-1-1-10
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別紙１

１ 　 協議実施日等

発注者

受注者

本工事で情報共有シス テムを利用し ない場合、 枠内にその理由を記載する こ と 。

２ 　 情報共有シス テムの取扱い
（ １ ） 情報共有シス テム利用諸条件

I D

職名 氏名

職名 氏名

職名 氏名

職名 氏名

職名 氏名

I D

職名 氏名

職名 氏名

職名 氏名

職名 氏名

職名 氏名

MB以内

GB以内

（ ２ ） 情報共有シス テム利用対象機能

発注者 受注者

コ リ ンズファ イ ルイ ンポート ○

記事・ コ メ ント 機能の利用 ○ ○

監督職員のス ケジュ ール登録 ○

受注者のス ケジュ ール登録 ○
施工計画書（ 変更含む）
※打合せ簿の様式で提出

○

確認・ 立会依頼書 ○

段階確認書 ○

工事打合簿（ 指示） ○

工事打合簿（ 承諾） ○

発議書類作成機能・ 工事打合簿（ 協議） ○

書類管理機能・ 工事打合簿（ 提出） ○

工事書類等入出力・ 工事打合簿（ 届出） ○

保管支援機能 工事打合簿（ その他） ○

材料確認願 ○

工事履行報告書 ○

事故関係書類 ○ ○

関係官庁協議資料 ○ ○

近隣協議資料 ○ ○

施工体制台帳 ○

施工体系図 ○

※　 チェ ッ ク 欄には、 情報共有シス テム を 利用する 場合「 ○」 、 従来ど おり 対面で連絡する 場合「 ×」 を 記入する こ と 。

掲示板機能

スケジュール管理機能

工事基本状況管理機能

１ データ 当り の最大容量 （ 設定が必要な場合に記載）

全データ の最大合計容量 （ 設定が必要な場合に記載）

その他特記事項

フ ォ ルダー チェ ッ ク 書類名
作成者 備考

（ 補足情報等を 記載）

発注者必要I D数（ 例： 5I D） ↓ワ ーク フロ ー機能対象者○、 非対象者×

発注者

受注者必要I D数

受注者

利用開始日 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

事前協議チェ ッ ク シート 〔 情報共有シス テム （ ASP） 〕
（ ASP: Appl i cat i on　 Servi ce Provi der ）

協議実施日 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

出席者

記載例）

・現場事務所において、システム利用に必要となる通信環境が確保できないため

・現場施工期間が極めて短期間であり、システム利用による情報共有円滑化や

業務効率化の効果が小さいと考えられるため

1



別紙１
（ ２ ） 情報共有シス テム利用対象機能（ 続き ）

発注者 受注者

再生資源利用実施書
（ 建設資材搬入工事用）

○

再生資源利用促進実施書
（ 建設資材搬出工事用）

○

発議書類作成機能・ 再生資源利用計画書 ○

書類管理機能・ （ 建設資材搬入工事用） ○

工事書類等入出力・ 再生資源利用促進計画書 ○

保管支援機能 （ 建設資材搬出工事用） ○

出来形管理帳票 ○

品質管理帳票 ○

完成図面 ○

工事写真 ○

参考図 ○

○

○

※　 チェ ッ ク 欄には、 情報共有シス テム を 利用する 場合「 ○」 、 従来ど おり 対面で連絡する 場合「 ×」 を 記入する こ と 。

備考
（ 補足情報等を 記載）

その他のデータ

フ ォ ルダー チェ ッ ク 書類名
作成者

2



 

1 

第Ⅱ編 特記仕様書 

第１ 章 工事概要 

１  高密度ポリ エチレ ン管布設工  L=2,484ｍ 

２  組立マンホール設置工  ７ 個所 

３   アス ファ ルト 舗装工（ 本復旧）   4,820 ㎡ 

 

第２ 章 特記事項 

 

第１ 節 管渠工 

１  こ の工事で使用する 高密度ポリ エチレ ン 管（ 耐候性： 黒色） は、 ISO4427 に

準拠し 、 仕様は SDR13.6 以上、 使用圧力（ 流体温度 20℃） は 0.98Mpa と する 。  

な お、 使用前に、 試験成績書、 カ タ ロ グ 等を 監督職員に提出し て 承諾を 得な

ければなら ない。  

２  管の保管は、 出荷時の荷姿のま ま 保管する こ と 。 現場で屋外保管する 場合はシート

などで直射日光を避ける と 共に、 熱気がこ も ら ないよ う に風通し に配慮する こ と 。  

３  管の保管は、 平坦な場所を選び枕木を 敷き 、 不陸が生じ ないよ う に横積みし 、 井桁

積みはし ないこ と 。  

４  継手の保管は、 屋内保管を原則と し 、 現場で屋外保管する 場合は出荷時の荷姿状態

のま ま シート 等で覆う こ と 。  

５  管及び継手は、 土砂、 洗剤、 溶剤、 油等が付着する 恐れがある 場所及び火気の側に

は置かないこ と 。  

６  砂基礎工は砂（ 埋戻し 用、 購入材） を 使用する 。  

その際、 地下水が存在する 場合は基礎材が地震時に液状化する 恐れが高いため、 そ

の対策について、 監督職員と 協議する こ と 。  

砂基礎工は床均し が完了し てから 、 タ ン パー又はコ ン パク タ ーで締固め、 管

敷設を 行う も のと する 。 後、 砂によ る 埋戻を 行う も のと し 、 管の両側は突棒等

で締固めな がら 施工する も のと する 。 特に、 各継手箇所は入念に施工し 、 不等

沈下等が生じ ないよ う にし なければなら な い。  

   ７  管の切断は所定のパイ プカッ タ ーを用い、 管軸に対し て管端が直角になる よ う に切

断する こ と 。  

     ま た、 高速砥石タ イ プの切断工具は熱で管切断面が変形する 恐れがある ため、 使用

し てはなら ない。  

   ８  管に傷がないか点検のう え、 管に付着し ている 土や汚れを ペーパータ オルま たは清

潔なウ エス で清掃する 。 清掃は管端から 200 ㎜以上の範囲を管全周に渡って行う こ と 。  
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   ９  管の融着面の切削は、 管端から 測って規定の長さ の位置に標線を記入する 。 次に削

り 残し や切削むら の確認を容易にする ため、 切削面にマーキングし 、 ス ク レ ーパを用

いて管端から 標線ま で管表面を切削（ ス ク レープ） する 。 ま た、 切削（ ス ク レ ープ）

は施工当日に行う こ と 。  

切削が不十分な場合は、 融着不良と なる 場合がある ため完全に切削する こ と 。  

   10 管の切削面と EF 継手（ ま たは接合する 継手の受口） の内面全体をエタ ノ ールま た

はアセシンをし み込ま せたペーパータ オルで清掃する 。  

   11 切削・ 清掃済みの管に継手を挿入し 、 端面に沿って円周方向にマーキングする 。  

     その際、 EF 継手の表面に刻印さ れた製造番号を記録する こ と 。  

   12 EF 継手に双方の管を標線ま で挿入し 、 ク ラ ンプを用いて管と EF 継手を固定する 。  

   13 継手と コ ント ロ ーラ の適合を確認のう え（ 共用コ ント ロ ーラ を 指定）、 コ ント ロ ー

ラ の電源を入れる 。 コ ント ロ ーラ は、 通電中に電圧降下が大き く なった場合は作動し

なく なる ため、 電源は専用のも のを使用する こ と 。  

     継手の端子に出力ケーブルを接続し 、 コ ント ロ ーラ 付属のバーコ ード リ ーダで継手

のバーコ ード を読み込み、 融着データ を入力する こ と 。  

   14 コ ント ロ ーラ のス タ ート ボタ ンを押し て通電を開始する 。 なお、 ケーブルの脱落や

電圧降下によ り 通電中にエラ ーが発生し た場合は、 新し い EF 継手を用いて最初から

作業をやり 直すこ と 。  

   15 EF 継手のイ ン ジケータ ーが左右と も 隆起し ている こ と を 確認する こ と 。 イ ン ジ

ケータ ーの隆起が確認でき ない場合、 ある いはコ ント ロ ーラ が正常終了し ていない場

合は融着不良であり 、 接合部分を切断のう え作業をやり 直すこ と 。  

   16 コ ント ロ ーラ の通電終了後、 規定（ メ ーカー仕様） の冷却時間をと る こ と 。 ま た、

通電終了時刻に所要冷却時間を加えた冷却完了時刻を継手に記入する こ と 。 なお、 そ

の時刻になる ま で、 ク ラ ンプで固定し たま ま にし 、 外力を加えてはなら ない。  

     冷却は自然冷却と し 、 強制冷却を行ってはなら ない。  

   17 砂埋戻し 工は、 砂（ 埋戻し 用、 購入材） を用いてタ ンパー又はコ ンパク タ ーによ り

十分に転圧し なければなら ない。 なお、 管の両側は突棒等で締め固めながら 施工する

も のと する 。  

   18 機械埋戻し 工は、 良質土（ 発生材） を用いてタ ンパー又はコ ンパク タ ーによ り 十分

に転圧し なければなら ない。 なお、 埋戻し にあたっては雪ま たは雨等がま じ ら ないよ

う に行う も のと する 。 ま た、 本工区では地下水位以上の埋戻し を想定し ている が、 地

下水位以下の場合は監督職員と 協議する こ と 。  

   19 占用位置には上下水道管、 雨水排水管等が埋設さ れている ため、 埋設物照会を行う

と と も に、 施工条件等について必要に応じ て監督職員や道路管理者、 施設管理者と 協

議する 。 ま た、 必要があれば監督職員と 協議の上、 試掘や探査等によ り 埋設物の位置

確認を行う 。  

   20 管路施設計画にあたっ て、 空気弁、 排泥室等は管路施設全体の維持管理を考慮し て

設置位置を計画し ている 。 そのため、 埋設物等の影響等によ り 管路の縦断計画を変更
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する 場合は、 変更計画縦断図/配管詳細図を作成の上、 監督職員と 協議を 行って、 必

要があれば適宜空気弁や排泥室の増減・ 位置変更を行う 。  

   21 なお、 開削部は地下水位よ り 上部での掘削を想定し ている が、 掘削面内に地下水位

が存在する 場合は監督職員と 協議の上、 必要に応じ て対策工（ ポンプ排水等） を実施

する 。  

 

第２ 節 高密度ポリ エチレ ン管の気密試験 

     １  試験の開始は、 EF 接合後１ 時間以上経過し てから 行う こ と 。  

       ２  試験区間は、 １ 試験で最大 500m ま での区間と する 。  

      ４  試験方法 

（ １ ）  試験流体： 空気 

（ ２ ）  試験圧力： 0.3MPa 

（ ３ ）  使用機器 

① エアーコ ンプレッ サー 

② 閉止フラ ンジ（ プラ グ付き ） ま たは、 こ れに替わる 器具 

③ 圧力ゲージ（ フルス ケール 1.0MPa 以下）  

（ ４ ）  加圧方法： 両端末を閉止し 、 コ ンプレ ッ サーによ り 加圧する 。  

（ ５ ）  圧力測定方法： 目視によ る 。  

（ ６ ）  保持時間： 60 分と する 。  

（ ７ ）  合否判定基準： 試験前後の測定圧力差が、 当該圧力計の許容誤差内にある

こ と を確認する こ と によ り 、 合格と する 。  

（ ８ ）  圧力計の許容誤差： ±0.016Mpa 

 

第３ 節 その他留意事項 

１  高密度ポリ エチレ ン 管の直管長さ は 8.5m と 想定し ており 、 異なる 直管長さ

の製品の場合は、 継手の増加について変更の対象と し な いこ と 。  

２  舗装復旧は、 仮復旧で施工後、 期間を 措いて 本復旧を 行う こ と 。  

３  道路外の復旧は、 仮復旧では砕石埋め戻し と する 。 な お、 法面等の傾斜の

あ る 箇所については、 崩壊防止の観点から 監督職員と 復旧方法を 協議する 。  

４  市道部の作業時以外の開放条件等について は監督職員及び道路管理者と 協

議の上決定する こ と 。  

５  施工に伴い生じ る 道路使用許可の手続き など 、 本工事に必要な官公庁等に対する

申請及び諸手続き は遅滞なく 行う も のと する 。 なお、 費用を必要と する 場合は、 受

注者の負担と する 。  

６  市道及び河川など 、 他機関と の占用許可に基づき 実施する 区間は、 工事着手前に

工程表及び安全対策等を明記し た保安施設設置計画書を 提出する も のと する 。 なお、

それぞれの占用箇所は監督職員に確認する も のと する 。  
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７  全ての占用箇所毎に着手前、 施工中、 施工後の写真管理を 行う も のと し 、 監督職

員が別途指示する 期日ま でに２ 部提出する も のと する 。  

 


